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学区での防災知識 
 

梅屋学区では、 

「災害が起こる前から 

災害に強いまちづくり」を目標に 

防災まちづくり活動の一環として、 

防災まちづくりニュースレターを、 

定期的に発行しています！ 

 

令和６年度の第２弾は、 

「梅屋学区で守る！ 

みんなで考える地域防災」 

避難所となる「京あんしんこども館」を 

中心とした防災活動について、考えてみ 

ましょう。 

 

大規模災害に備えて、事前に知っておい 

てほしいことを、裏面に記載しています。 

是非チェックしてみてください！ 

６ 
2024 年 9 月発行 

（一財）日本防火・防災協会総合情報誌「地域防災」 

※梅屋学区の記載があります！ 

私が梅屋を 

 守ってます！ 

・
夏 

●総合防災訓練のご案内● 

日時｜９月２９日（日）９時～ 

会場｜梅屋広場 

対象｜梅屋学区民 

主催｜梅屋自主防災会 

内容｜いろいろな訓練を用意して

いますが、特に『 ペット防災』

に力を入れています。 

大切な家族の一員として、事

前の準備や災害時の避難方

法などを知ることが出来ま

すよ！ 
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梅屋で守る！みんなで考える地域防災 

 
 

梅屋学区の指定避難所は「京あんしんこども館」です。 

指定避難所とは、災害時に避難生活を送る 

だけでなく、情報や支援物資などが集まる 

拠点となる施設です。 

災害が起きた時は、京あんしんこども館に 

避難してください！ 

近くの広域避難場所は二条城と京都御所です。 

 

 
 

京あんしんこども館には、 

十分な量の物資や飲食料 

などの備蓄品は整備され 

ていません。 

右図を参考に、各家庭でも 

準備が必要です。 

 

 
 

要配慮者（幼児、妊産婦、高齢の方、アレルギーをお持ちの方、集団生活が難

しい方など）は、行政が設置する「福祉避難所」に移動することができます。

（設置には、おおよそ１週間程度かかります） 

 

 

１．梅屋学区の指定避難所と広域避難場所 
 

３．福祉避難所とは？ 

２．避難する際の持ち物 


